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ハ
ー
ド
、ソ
フ
ト
両
面
の
対
策
で

救
急
隊
員
の
感
染
リ
ス
ク
低
減
を
図
る

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
に
よ
り
、救
急
隊
員
の
感
染
リ
ス
ク
が
高
ま
る
中
、

東
京
消
防
庁
で
は
約
２
、０
０
０
人
に
上
る
救
急
隊
員
の
う
ち
、搬
送
業
務
に
伴
う
感
染
が

認
め
ら
れ
て
い
な
い（
９
月
末
現
在
）。

　
そ
の
理
由
は
何
か
？　
感
染
防
止
措
置
の
詳
細
、さ
ら
に
は
感
染
疑
い
患
者
の
搬
送
に
際

し
て
の「
新
型
コ
ロ
ナ
疑
い
救
急
患
者
の
東
京
ル
ー
ル
」運
用
と
い
う
ソ
フ
ト
面
で
の
対
策
も

含
め
て
紹
介
す
る
。

東
京
消
防
庁

事
例
¦
●❶

感
染
防
止
措
置
を
含
む	

救
急
隊
行
動
要
領
を	

全
庁
で
統
一

　

東
京
消
防
庁
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
発
生
前
か
ら
、感
染
経
路
に
応

じ
た
感
染
防
止
措
置
を
と
る
よ
う
規
定
し

て
い
た
が
、ど
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
か
に

つ
い
て
は
、各
隊
が
個
別
に
判
断
し
て
い

た
。

　
し
か
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

患
者
の
発
生
を
受
け
、
2
月
当
初
よ
り
感

染
防
止
措
置
に
関
す
る
救
急
隊
員
の
行
動

要
領
を
全
庁
で
統
一
し
て
お
り
、
6
月
か

ら
は
医
療
機
関
選
定
要
領
を
含
む
次
の
運

用
を
開
始
し
た
。

　

ま
ず
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
陽
性
確

定
患
者
と
、
感
染
疑
い
の
有
無
に
応
じ
、

「
パ
タ
ー
ン
１
〜
４
」お
よ
び「
通
常
の
救

急
活
動
」の
５
つ
の
行
動
要
領
を
定
め
た

（
図
１
）。
ど
の
パ
タ
ー
ン
で
行
動
し
、
ど

の
感
染
防
止
措
置
を
と
る
か
の
判
断
は
、

原
則
と
し
て
、入
電
時
に
聴
取
し
た
内
容

等
を
基
に
、通
信
指
令
員
や
救
急
隊
が
行

う
。
以
下
、感
染
疑
い
が
あ
る「
パ
タ
ー
ン

３・４
」と
、い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い「
通

常
の
救
急
活
動
」で
の
感
染
防
止
措
置
に

つ
い
て
説
明
す
る
。
陽
性
確
定
患
者
か
ら

の
救
急
要
請
に
対
応
す
る「
パ
タ
ー
ン

１・2
」に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
「
パ
タ
ー
ン
３・４
」で
は
、「
強
化
型
予

防
策
①
・
②
」を
と
る
。
①
と
②
の
違
い
は

感
染
防
止
衣
の
素
材
だ
。
通
常
は
不
織
布

製
の
も
の
を
着
用（
②
）す
る
が（
Ｐ
16
図

２-

A
）、
放
水
を
行
う
火
事
現
場
に
お
い

て
は
よ
り
耐
水
性
能
に
優
れ
た
ナ
イ
ロ
ン

図1　行動要領決定までのフローチャートと、各行動要領の感染防止措置

(東京消防庁の資料を改編し作成)

次の1〜3のいずれかに該当
1 帰国者・接触者相談センターの相談目安に該当。
2 清拭・吸引、気道確保、異物除去、CPR等の処置を実施。
3 隊長が総合的に判断した場合

新型コロナウイルス感染症の疑い例の定義(次の1〜４のいずれかを満たす場合)
1	 発熱又は呼吸器症状を呈し、新型コロナウイルス感染症の患者と濃厚接触歴があるもの。
2	 37.5度以上の発熱かつ呼吸器症状を呈し、発症前14日以内に流行地域への渡航歴又は居住歴がある(ものとの濃厚接触歴がある)。
3	 感染症を疑わせるような症状のうち、医師の判断で集中治療が必要、かつ、直ちに特定の感染症と診断ができないとされ、新型コ
ロナウイルス感染症の鑑別を要したもの。

4	 医師が新型コロナウイルス感染症を疑うもの(入院を要する肺炎が疑われる等)。
※厚生労働省「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」(2020年5月13日改正)

救急出動指令 ●入電時に下記内容が聴取できない場合、出場途上における携帯電話又は現場到着後の情報収集から救急隊により確認する。

新型コロナウイルス感染症の患者であることが判明している情報提供

※総合指令室等から、「強化型予防策」の指示をす
ることがある(行動要領：パターン2)。

行動要領：パターン１
➡

感染防止措置：感染防護具
◦タイベックスーツ
◦N95マスク
◦ゴーグル
◦ディスポーサブル手袋

行動要領：パターン３
➡

行動要領：パターン４
➡

行動要領：通常の救急活動
➡

感染防止措置：準・強化型予防策①・②
◦感染防止衣（①ナイロン製・②不織布製） 
◦サージカルマスク
◦ゴーグル（フェイスシールドに変更可）
◦ディスポーサブル手袋

ある

該当する

該当する

ない

該当しない

該当しない

感染防止措置：強化型予防策①・②
◦感染防止衣（①ナイロン製・②不織布製） 
◦N95マスク
◦ゴーグル
◦ディスポーサブル手袋

※行動要領から、感染防止措置を抜粋

医療機関選定中に「新型コロナが疑われる」等と判断され、収容不能となった場合は、パターン3に移行

（陽性確定患者の対応）



地方公務員 安全と健康 フォーラム 2020.10 16

製
を
着
用（
①
）す
る（
Ｐ
16
図
２
─

A
）。

防
護
性
能
は
両
者
、同
等
と
い
う
。

　
「
通
常
の
救
急
活
動
」で
は
、「
準
・
強
化

型
予
防
策
」を
と
る
。
コ
ロ
ナ
禍
以
前
の

よ
う
に
何
ら
か
の
感
染
危
険
が
認
め
ら
れ

な
い
よ
う
な
救
急
現
場
で
あ
っ
て
も
救
急

服
だ
け
で
の
対
応
は
せ
ず
、「
強
化
型
予

防
策
①
・
②
」と
同
じ
、不
織
布
製
ま
た
は

ナ
イ
ロ
ン
製
の
感
染
防
止
衣
を
着
用
す

る
。
両
者
の
使
い
分
け
も「
強
化
型
」と
同

じ
だ
が
、
違
い
と
し
て
以
下
の
３
点
が
あ

る
。

◦
マ
ス
ク
を
Ｎ
95
マ
ス
ク
か
ら
、サ
ー
ジ

カ
ル
マ
ス
ク
に
変
更

◦
ゴ
ー
グ
ル
は
、フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
に

変
更
可
能

織
布
製
／
ナ
イ
ロ
ン
製
の
感
染
防
止
衣
と

同
等
と
い
う
。
な
お
、「
パ
タ
ー
ン
２
」は
、

移
送
に
際
し
総
合
指
令
室
等
か
ら「
強
化

型
予
防
策
②
」を
指
示
し
た
場
合
の
行
動

要
領
で
あ
る
。

　

ま
た
、夏
季
は
必
要
に
応
じ
て
感
染
防

止
衣
、タ
イ
ベ
ッ
ク
ス
ー
ツ
の
下
に「
冷
却

ベ
ス
ト
」を
着
用
す
る
。
感
染
防
止
措
置

を
と
る
こ
と
に
よ
り
懸
念
さ
れ
る
熱
中
症

対
策
の
た
め
だ
。
保
冷
剤
を
入
れ
る
ポ

ケ
ッ
ト
が
多
数
設
け
ら
れ
て
い
る
ベ
ス
ト

で
、体
を
直
接
冷
や
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
う
し
た
感
染
防
止
措
置
を
徹
底
す
る

こ
と
に
よ
り
出
動
に
遅
れ
が
生
じ
な
い
よ

う
対
策
も
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、感
染
防
止
衣
や
Ｎ
95
マ
ス
ク
な

◦
機
関
員（
運
転
手
）は
車
両
運
行
に
支
障

の
な
い
範
囲
で
ゴ
ー
グ
ル
を
着
用（
外

す
こ
と
が
あ
っ
て
も
可
）

　
陽
性
確
定
患
者
か
ら
救
急
要
請
が
あ
っ

た
際
に
は
タ
イ
ベ
ッ
ク
ス
ー
ツ（
図
２
─

B
）を
着
用
す
る
。
こ
れ
が「
パ
タ
ー
ン

１
」だ
。
こ
の「
移
送
」業
務
は
本
来
、保
健

所
の
管
轄
だ
が
、
感
染
拡
大
に
伴
い
、
入

院
先
が
な
か
な
か
決
ま
ら
ず
自
宅
待
機
し

て
い
る
陽
性
確
定
患
者
か
ら
の
救
急
要
請

も
増
え
て
き
た
こ
と
か
ら
、
都
福
祉
保
健

局
と
の
申
し
合
わ
せ
に
基
づ
き
、
救
急
隊

も
協
力
し
対
応
に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
う

し
た
経
緯
か
ら
、都
福
祉
保
健
局
の
規
定

に
従
い
、
同
局
が
用
意
す
る
タ
イ
ベ
ッ
ク

ス
ー
ツ
を
着
用
す
る
。
防
護
性
能
は
、
不

ど
感
染
防
護
具
の
着
脱
方
法
を
示
し
た
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
一
新
。
記
述
に
よ
る
説
明
が

中
心
だ
っ
た
も
の
を
、写
真
や
動
画
を
使

い
、
隊
員
が
作
業
の
流
れ
を
理
解
し
や
す

い
よ
う
変
更
し
た（
図
３
）。
さ
ら
に
、こ

の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
参
考
に
感
染
防
護
具
を

着
脱
す
る
訓
練
も
、各
署
の
実
情
に
合
わ

せ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。

オ
ゾ
ン
ガ
ス
と
オ
ゾ
ン
水
で	

救
急
車
内
を
消
毒

　

救
急
車
内
の
消
毒
に
つ
い
て
は
、
消
毒

用
エ
タ
ノ
ー
ル
や
次
亜
塩
素
酸
を
用
い
て

実
施
し
て
い
る
ほ
か
、低
濃
度
／
高
濃
度

オ
ゾ
ン
ガ
ス
生
成
装
置
と
オ
ゾ
ン
水
に
よ

る
消
毒
を
補
助
的
に
実
施
し
て
い
る
。

　

全
救
急
車
・
2
6
7
台
に
設
置
さ
れ
て

い
る
低
濃
度
オ
ゾ
ン
ガ
ス
生
成
装
置
は
、

車
内
の
オ
ゾ
ン
濃
度
を
人
体
に
影
響
が
な

い
安
全
最
大
濃
度
０・
１
ｐ
ｐ
ｍ
に
保
つ

機
能
が
あ
り
、陽
性
確
定
患
者
の
搬
送
中

以
外
も
含
め
常
時
、使
用
し
て
い
る
。

　

高
濃
度
オ
ゾ
ン
ガ
ス
生
成
装
置
は
、３

分
署
を
含
む
84
署
に
１
台
ず
つ
配
備
さ
れ

て
い
る
。
高
濃
度
オ
ゾ
ン
ガ
ス
は
、
高
い

ウ
イ
ル
ス
不
活
性
化
効
果
を
発
揮
す
る
一

方
、
眼
や
鼻
腔
、
喉
に
刺
激
を
も
た
ら
す

な
ど
人
体
に
影
響
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、

陽
性
確
定
患
者
の
搬
送
後
な
ど
に
、無
人

の
車
内
に
設
置
し
、
稼
働
さ
せ
て
い
る
。

感染症患者(疑いを含む。)を扱った場合の
使用後消毒の要領

①手袋への噴霧 ②感染防止衣全体への噴霧・清拭 ③足底への噴霧 ④保安帽及び目の防護具（ゴーグル等）の清拭

⑤不織布等に噴霧 消毒スプレーを置く

⑧車内換気及び換気扇の使用 ⑨⑩⑪車内上部及び側部(車内血圧計等)の清拭

⑱低濃度オゾンガス発生装置の確認 ⑲⑳ドアのハンドル部の清拭

★消毒済者は、消毒開始前及び消毒終了後に①～④の要
領で他の職員に対し、消毒を行ってください。別添え１

消毒スプレーを清拭 ⑥車内全体へ噴霧・金属部
は消毒用エタノール

⑦車内閉鎖

⑫メインストレッチャーを搬出し清拭

⑯下部清拭⑭⑮救急資器材の清拭

⑬防振架台の清拭

⑰運転席及び助手席の清拭

注）写真左側の職員は、今後、「消毒済者」となるため不潔にならないこと

★感染防止衣（ナイロン製）も同様の要領で行ってください。

★感染症患者(疑いを含む。)の場合の脱衣は、別添え２のと
おりとし、それ以外は⑳までの消毒終了後、再度①～④の消
毒を実施し、脱衣後、再利用してください。

別添え３

感染症患者(疑いを含む。)を扱った場合の感染防止衣等の廃棄要領

①手袋・N９５マスク・目の防護具（ゴーグ
ル等）を装着後、両手を噴霧

②風圧に注意・布粘着テープで留める。 ③１枚目のビニール袋に噴霧

④２枚目のビニール袋に入れ

布粘着テープで留める。

⑤２枚目のビニール袋に噴霧 ⑥救急廃棄物回収容器への廃棄

感染症患者(疑いを含む。)を扱った場合の感染防止衣等の脱衣要領

別添え２

２層目の手袋を廃棄

⑤保安帽を清拭し離脱

③両手に噴霧後、手袋をもう一

層装着

⑥上衣を裏面にし、離脱

手袋の外側を持ち離脱

消毒用エタノールで手指消毒

し、新たな手袋２枚を装着

下衣の紐を解く
下衣を裏面にしながら離脱

靴下への噴霧

(消毒用エタノール)

短靴の清拭

(消毒用エタノール)

足底に噴霧

⑧Ｎ９５マスクの首の後ろの下部

バンドを離脱

①②脱衣区域を設定し、足底を噴

霧する。その後、脱衣区域に移動

手袋の内側に手を入れ離脱

⑦ゴーグルの外側を消毒用エタノー

ルで清拭する。清拭していない部分

へ接触はしないよう十分注意

清拭後、頭部を下げ両手を

後頭部からバンドの下に指を

入れゆっくりゴーグルを離脱

上部バンドを離脱

マスク表面に触れないよう廃棄・手袋

は外側に触れないように注意し廃棄

２層目の手袋を廃棄、外側に

触れないよう注意

④感染防止衣への噴霧

図2 感染防止衣およびタイベックスーツ

図3　作業の流れを写真で示したマニュアル

※準・強化型予防策（通常の救急活動）はマスクがサー
ジカルマスクになる等以外は同じ

陽性確定患者の移送(パ
ターン１)で使用する

A
強化型予防策①
ナイロン製(上・下)

強化型予防策②
不織布製(上・下)

B
タイベックスーツ
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た
だ
そ
の
間
、
救
急
車
が
使
用
で
き
な
く

な
る
た
め
、
長
い
時
間
を
か
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
こ
で
、メ
ー
カ
ー
立
ち
合

い
の
も
と
検
証
を
実
施
、１
時
間
の
稼
働

で
十
分
な
効
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
確
認

し
た
う
え
で
導
入
し
た
。

　
オ
ゾ
ン
水
は
、
車
内
清
掃
時
や
手
洗
い

時
に
使
用
す
る
。
車
内
の
床
面
や
耐
水

性
の
資
器
材
を
洗
浄
す
る
こ
と
で
、ウ
イ

ル
ス
を
不
活
性
化
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
。

陰
圧
型
の
特
殊
救
急
車
で	

ウ
イ
ル
ス
の
拡
散
を
防
ぐ

　

以
上
は
、ウ
イ
ル
ス
の
防
護
と
消
毒
対

策
だ
が
、「
ウ
イ
ル
ス
の
拡
散
を
防
ぐ
」対

策
と
し
て
、
陰
圧
機
能
を
も
つ
特
殊
救
急

車
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
患
者
室
を
陰
圧
状
態
に
保
つ
こ
と
が
で

き
、ウ
イ
ル
ス
を
車
外
に
拡
散
す
る
こ
と

な
く
、
患
者
を
搬
送
す
る
こ
と
が
で
き
る

救
急
車
で
、

患
者
室
と
運

転
席
の
間
の

隔
壁
に
気
密

性
ド
ア
が
設

置
さ
れ
て
い

る
た
め
、
運

転
席
側
の
隊

員
の
感
染
リ

だ
と
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
で
痛
感
し
ま
し

た
」と
語
る
の
は
、救
急
部
救
急
管
理
課
消

防
司
令
補
の
鈴
木
翔
平
さ
ん
だ
。

　
ソ
フ
ト
面
の
対
策
と
は
何
か
？　
そ
の

例
と
し
て
鈴
木
さ
ん
が
挙
げ
る
の
が「
新

型
コ
ロ
ナ
疑
い
救
急
患
者
の
東
京
ル
ー

ル
」だ
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

が
急
拡
大
し
た
当
初
、感
染
疑
い
患
者
の

搬
送
先
が
な
か
な
か
決
ま
ら
な
い
と
い
う

事
案
が
頻
発
し
た
こ
と
か
ら
、都
福
祉
保

健
局
医
療
政
策
部
救
急
災
害
医
療
課
が

主
体
と
な
り
、
新
た
に
作
成
し
た
ル
ー
ル

で
あ
る
。

　

こ
の
新
ル
ー
ル
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
疑
い
患
者
を
積
極
的
に

4

4

4

4

受
け

入
れ
る「
新
型
コ
ロ
ナ
疑
い
救
急
医
療
機

関
」、お
よ
び
疑
い
患
者
を
必
ず
4

4

受
け
入
れ

る「
新
型
コ
ロ
ナ
疑
い
地
域
救
急
医
療
セ

ン
タ
ー
」を
都
が
新
た
に
指
定
。
大
学
病

院
や
地
域
の
基
幹
病
院
等
を
中
心
と
す
る

後
者
は
、５
医
療
機
関
に
受
入
要
請
を
行

う
か
、
20
分
以
上
搬
送
先
が
決
ま
ら
な
い

「
選
定
困
難
事
案
」の
受
入
要
請
に
対
し
て

も
、
毎
日
24
時
間
、
必
ず
対
応
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
新
ル
ー
ル
の
運
用
が
始
ま
っ
た
６

月
30
日
以
降
は
、現
場
で
の
待
機
時
間
が

極
端
に
長
く
な
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
患

者
の
負
担
軽
減
は
も
ち
ろ
ん
、
隊
員
の
感

染
リ
ス
ク
の
低
減
も
図
る
こ
と
が
で
き

ス
ク
も
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
京
消

防
庁
で
は
コ
ロ
ナ
禍
前
か
ら
２
台
配
備
し

て
い
る
が
、
都
の
令
和
２
年
度
補
正
予
算

で
、
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
と
し
て
２
台
の
追

加
配
備
が
決
定
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、ウ
イ
ル
ス
の
拡
散
を
防
ぐ

と
い
う
点
で
は
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
を
機

に
ア
イ
ソ
レ
ー
タ
ー（
陰
圧
式
の
患
者
搬

送
用
カ
プ
セ
ル
）を
導
入
す
る
消
防
本
部

等
も
散
見
さ
れ
る
が
、東
京
消
防
庁
で
は

導
入
し
て
い
な
い
。
カ
プ
セ
ル
内
の
空
気

が
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
排
気
さ
れ
ウ
イ

ル
ス
の
拡
散
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
半

面
、
気
管
挿
管
し
て
い
る
患
者
へ
の
対
応

が
困
難
で
あ
る
な
ど
の
理
由
か
ら
だ
。

ソ
フ
ト
面
の
対
策
も	

感
染
リ
ス
ク
低
減
に
寄
与

　

東
京
消
防
庁
で
は
、
本
庁
が
マ
ス
ク
や

感
染
防
止
衣
な
ど
の
資
器
材
を
調
達
し
て

い
る
。
十
分
な
備
蓄
を
確
保
し
て
い
た
た

め
、コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
が
不

足
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
流
行
時
に
作
成
し
た
Ｂ
Ｃ
Ｐ 

（
事
業
継
続
計
画
）で
、今
後
の
感
染
症
流

行
に
備
え
、
資
器
材
を
備
蓄
す
る
こ
と
を

盛
り
込
ん
で
い
た
の
だ
。

　
「
た
だ
、救
急
隊
員
の
感
染
防
止
策
と
し

て
、
資
器
材
の
備
蓄
と
い
っ
た
ハ
ー
ド
面

だ
け
で
な
く
、ソ
フ
ト
面
の
対
策
も
重
要

た
と
い
う
。

　

鈴
木
さ
ん
は
ま
た
、「
経
験
の
継
承
」

の
重
要
性
も
強
調
す
る
。
２
０
０
０
年

代
に
入
っ
て
か
ら
、
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
、
Ｍ
Ｅ
Ｒ

Ｓ
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
感
染
症
の

世
界
的
流
行
が
続
い
た
の
は
周
知
の
と

お
り
だ
。
日
本
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を

受
け
、
東
京
消
防
庁
と
し
て
も
そ
の
都

度
、
対
応
を
し
て
き
た
は
ず
だ
が
、
鈴
木

さ
ん
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
経
験
も
、
時

間
の
経
過
と
と
も
に
、
ど
う
し
て
も
薄
れ

て
し
ま
う
と
い
う
。
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
で

も
、
前
出
の「
新
型
コ
ロ
ナ
疑
い
救
急
患

者
の
東
京
ル
ー
ル
」の
よ
う
な
関
係
各
所

と
の
連
携
の
あ
り
方
を
含
め
、
多
く
の
貴

重
な
経
験
を
得
た
。「
そ
れ
ら
を
文
書
化

し
庁
内
で
共
有
し
た
り
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
や
教

育
・
研
修
に
反
映
さ
せ
た
り
す
る
な
ど
、

組
織
と
し
て
継
承
し
て
い
く
取
り
組
み

が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
」。

最
後
に
鈴
木
さ
ん
は
、こ
う
締
め
く
く
っ

た
。
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